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前橋市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２８条第１項の規

定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律

第５３号。以下「法」という。）の規定により建築物エネルギー消費性能向上計

画（以下「消費性能向上計画」という。）の認定を申請する者等から徴収する手

数料に関し必要な事項を定めるものとする。 

（消費性能向上計画認定手数料の額） 

第２条 消費性能向上計画について、法第２９条第１項の規定による認定又は法第３

１条第１項の規定による変更の認定（以下「消費性能向上計画の認定」とい

う。）の申請をする者は、当該申請に係る次の各号に掲げる建築物の区分に応

じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。 

  (1) １戸建ての住宅（非住宅部分（法第１１条第１項に規定する非住宅部分をい

う。以下同じ。）を有しないものに限る。次条第１項第１号において同じ。） 

住宅の床面積の合計が別表第１の第１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当する

かに応じ、同表の第２欄に掲げる額 

 (2) 共同住宅（長屋を含む。以下同じ。）（非住宅部分を有しないものに限

る。） 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに

定める額 

  ア 住戸について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 当該申請に係る住

戸の数が別表第２の第１欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、

同表の第２欄に掲げる額 

  イ 住棟について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 次に掲げる額の合

算額 

   (ｱ) 住棟内の住戸の数が別表第２の第１欄に掲げる戸数の区分のいずれに該



当するかに応じ、同表の第２欄に掲げる額 

   (ｲ) 住棟内の共用部分の床面積の合計が別表第３の第１欄に掲げる面積の区

分のいずれに該当するかに応じ、同表の第２欄に掲げる額 

  ウ 住戸及び住棟について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 イ（次項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の例により算出した額 

 (3) 住宅部分（法第１１条第１項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。）と非

住宅部分とを有する建築物（住宅部分が共同住宅以外の住宅であるものに限

る。） 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに

定める額 

  ア 住宅について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 第１号（次項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する額 

  イ 建築物について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 次に掲げる額の

合算額 

   (ｱ) 建築物内の住宅部分の床面積の合計が別表第１の第１欄に掲げる面積の

区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第２欄に掲げる額 

   (ｲ) 建築物内の非住宅部分の床面積の合計が別表第４の第１欄に掲げる面積

の区分のいずれに該当するかに応じ、建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「省

令」という。）第８条第１項第１号イ(1)及びロ(1)に規定する基準（以下

「誘導基準標準入力法に係る基準」という。）が適用される建築物にあっ

ては同表の第２欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準（以下

「誘導基準モデル建物法に係る基準」という。）が適用される建築物にあ

っては同表の第３欄に掲げる額 

  ウ 住宅及び建築物について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 イ（次

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の例により算出した

額 

 (4) 住宅部分と非住宅部分とを有する建築物（住宅部分が共同住宅であるものに

限る。） 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまで

に定める額 

  ア 住戸について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 第２号ア（次項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する額 

  イ 建築物について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 次に掲げる額の

合算額 

   (ｱ) 建築物内の住戸の数が別表第２の第１欄に掲げる戸数の区分のいずれに

該当するかに応じ、同表の第２欄に掲げる額 



   (ｲ) 建築物内の住戸の用のみに供される共用部分の床面積の合計が別表第３

の第１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第２欄

に掲げる額 

   (ｳ) 建築物内の非住宅部分（住戸の用に供される共用部分が住戸以外の用に

も供されるものであるときは、当該部分を含む。第３条第１項第４号ウに

おいて同じ。）の床面積の合計が別表第４の第１欄に掲げる面積の区分の

いずれに該当するかに応じ、誘導基準標準入力法に係る基準が適用される

建築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、誘導基準モデル建物法に係る

基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

  ウ 住戸及び建築物について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 イ（次

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の例により算出した

額 

 (5) 住宅以外の建築物 建築物の床面積の合計が別表第４の第１欄に掲げる面積

の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導基準標準入力法に係る基準が適用され

る建築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、誘導基準モデル建物法に係る基準

が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

２ 消費性能向上計画の認定の申請をする者が当該申請に係る消費性能向上計画が法

第３０条第１項第１号に規定する基準に適合していることを証する図書として市

規則で定めるものを添えて当該申請をしたときは、当該申請に係る前項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
 

第１号、第２号ア並

びにイ(ｱ)及び(ｲ)、

第３号イ(ｱ)並びに第

４号イ(ｱ)及び(ｲ) 

第２欄 

 

 

第４欄 

第３号イ(ｲ) 建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令（平成２８年経済産

業省令・国土交通省令第１号。以

下「省令」という。）第８条第１

項第１号イ(1)及びロ(1)に規定

する基準（以下「誘導基準標準入

力法に係る基準」という。）が適

用される建築物にあっては同表の

第２欄に掲げる額、同号イ(2)及

同表の第４欄 



びロ(2)に規定する基準（以下

「誘導基準モデル建物法に係る基

準」という。）が適用される建築

物にあっては同表の第３欄 

第４号イ(ｳ)及び第５

号 

誘導基準標準入力法に係る基準が

適用される建築物にあっては同表

の第２欄に掲げる額、誘導基準モ

デル建物法に係る基準が適用され

る建築物にあっては同表の第３欄

同表の第４欄 

 

３ 消費性能向上計画の認定の申請をする者であって、法第３０条第２項の規定によ

る申出を行うものは、第１項（前項において読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により納付すべき手数料のほか、当該申請に係る消費性能向上計画につい

て建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第８７条の２に

おいて準用する場合を含む。）の規定による確認の申請又は同法第１８条第２項

（同法第８７条の２において準用する場合を含む。）の規定による計画の通知を

したならば前橋市建築基準法関係手数料条例（平成１２年前橋市条例第２９号）

の規定により納付することとなる手数料の額に相当する額の手数料を納付しなけ

ればならない。 

（消費性能に係る認定手数料の額） 

第３条 法第３６条第１項の規定により建築物エネルギー消費性能基準について適合

している旨の認定（以下「消費性能に係る認定」という。）の申請をする者は、

当該申請に係る次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める額の手

数料を納付しなければならない。 

 (1) 一戸建ての住宅 住宅の床面積の合計が別表第１の第１欄に掲げる面積の区

分のいずれに該当するかに応じ、省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(1)に規

定する基準（以下「性能基準」という。）が適用される建築物にあっては同表の

第２欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準（以下「仕様基準」と

いう。）が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

 (2) 共同住宅（非住宅部分を有しないものに限る。） 次に掲げる額の合算額 

  ア 住棟内の住戸の数が別表第２の第１欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当す

るかに応じ、性能基準が適用される建築物にあっては同表の第２欄に掲げる

額、仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

  イ 住棟内の共用部分の床面積の合計が別表第３の第１欄に掲げる面積の区分の

いずれに該当するかに応じ、性能基準が適用される建築物にあっては同表の第



２欄に掲げる額、仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げ

る額 

 (3) 住宅部分と非住宅部分とを有する建築物（住宅部分が共同住宅以外の住宅で

あるものに限る。） 次に掲げる額の合算額 

  ア 建築物内の住宅部分の床面積の合計が別表第１の第１欄に掲げる面積の区分

のいずれに該当するかに応じ、性能基準が適用される建築物にあっては同表の

第２欄に掲げる額、仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲

げる額 

  イ 建築物内の非住宅部分の床面積の合計が別表第４の第１欄に掲げる面積の区

分のいずれに該当するかに応じ、省令第１条第１項第１号イに規定する基準

（以下「消費性能基準標準入力法に係る基準」という。）が適用される建築物

にあっては同表の第２欄に掲げる額、同号ロに規定する基準（以下「消費性能

基準モデル建物法に係る基準」という。）が適用される建築物にあっては同表

の第３欄に掲げる額 

 (4) 住宅部分と非住宅部分とを有する建築物（住宅部分が共同住宅であるものに

限る。） 次に掲げる額の合算額 

  ア 建築物内の住戸の数が別表第２の第１欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当

するかに応じ、性能基準が適用される建築物にあっては同表の第２欄に掲げる

額、仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

  イ 建築物内の住戸の用のみに供される共用部分の床面積の合計が別表第３の第

１欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、性能基準が適用される

建築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、仕様基準が適用される建築物にあ

っては同表の第３欄に掲げる額 

  ウ 建築物内の非住宅部分の床面積の合計が別表第４の第１欄に掲げる面積の区

分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準が適用さ

れる建築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に

係る基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

 (5) 住宅以外の建築物 建築物の床面積の合計が別表第４の第１欄に掲げる面積

の区分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準が適用

される建築物にあっては同表の第２欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に

係る基準が適用される建築物にあっては同表の第３欄に掲げる額 

 ２ 消費性能に係る認定の申請をする者が当該申請に係る建築物が法第２条第３号

に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する図書とし

て市規則で定めるものを添えて当該申請をしたときは、当該申請に係る前項の規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、



それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
 

第１号 省令第１条第１項第２号イ(1)及び

ロ(1)に規定する基準（以下「性能

基準」という。）が適用される建

築物にあっては同表の第２欄に掲

げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規

定する基準（以下「仕様基準」と

いう。）が適用される建築物にあ

っては同表の第３欄 

同表の第４欄 

第２号ア及びイ、第３

号ア並びに第４号ア及

びイ 

性能基準が適用される建築物にあ

っては同表の第２欄に掲げる額、

仕様基準が適用される建築物にあ

っては同表の第３欄 

同表の第４欄 

第３号イ 省令第１条第１項第１号イに規定

する基準（以下「消費性能基準標

準入力法に係る基準」という。）

が適用される建築物にあっては同

表の第２欄に掲げる額、同号ロに

規定する基準（以下「消費性能基

準モデル建物法に係る基準」とい

う。）が適用される建築物にあっ

ては同表の第３欄 

同表の第４欄 

第４号ウ及び第５号 消費性能基準標準入力法に係る基

準が適用される建築物にあっては

同表の第２欄に掲げる額、消費性

能基準モデル建物法に係る基準が

適用される建築物にあっては同表

の第３欄 

同表の第４欄 

 

 （手数料の徴収等） 

第４条 手数料は、申請の際に徴収する。 

２ 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたとき 

は、この限りでない。 

 （手数料の減免） 

第５条 市長は、特別の理由があると認めたときは、この条例に定める手数料を減額



し、又は免除することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２条、第３条関係） 
 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

２００平方メー

トル未満 

３万３，０００円 １万８，０００円 ５，０００円

２００平方メー

トル以上 

３万７，０００円 １万９，０００円 ５，０００円

 

別表第２（第２条、第３条関係） 
 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

１戸以上４戸以

下 

６万５，０００円 ３万１，０００円 ９，０００円

５戸以上１５戸

以下 

１０万８，０００円 ５万４，０００円 １万９，０００円

１６戸以上４５

戸以下 

１８万３，０００円 ９万７，０００円 ４万２，０００円

４６戸以上 ２６万２，０００円 １４万６，０００円 ７万５，０００円
 

別表第３（第２条、第３条関係） 
 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

３００平方メー

トル未満 

６万５，０００円 ３万１，０００円 ９，０００円

３００平方メー

トル以上２，０

００平方メート

ル未満 

１０万８，０００円 ５万４，０００円 １万９，０００円

２，０００平方

メ ー ト ル 以 上

５，０００平方

１８万３，０００円 ９万７，０００円 ４万２，０００円



メートル未満 

５，０００平方

メートル以上 

２６万２，０００円 １４万６，０００円 ７万５，０００円

 

別表第４（第２条、第３条関係） 
 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

３００平方メー

トル未満 

２１万２，０００円 ８万２，０００円 ９，０００円

３００平方メー

トル以上２，０

００平方メート

ル未満 

３４万１，０００円 １３万６，０００円 ２万５，０００円

２，０００平方

メ ー ト ル 以 上

５，０００平方

メートル未満 

４８万７，０００円 ２２万円 ７万５，０００円

５，０００平方

メートル以上１

万平方メートル

未満 

５９万９，０００円 ２８万６，０００円 １１万８，０００円

１０，０００平

方メートル以上

２万５，０００

平方メートル未

満 

７０万８，０００円 ３４万５，０００円 １４万９，０００円

２万５，０００

平方メートル以

上 

８０万８，０００円 ４０万３，０００円 １８万６，０００円

 

 


